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安城市自動車運転免許取得事業のご案内 

 

普通自動車免許を就労等のために取得する障害者に対して、その取得のため

の教習に要した経費を一部扶助します。 

 

 ➀ 対象者 

扶助対象になるには、以下の要件を全て満たす必要があります。 

１ 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳所持者。 

（安城市が所管するものの交付を受けている者。） 

２ 就労、通院、通学等のために免許を取得した者。 

３ 免許取得日から申請を行う日まで引き続き安城市内に住所を有する

者。 

４ 自動車教習所において、技能を習得し、免許を取得した者（限定解除

をした者を含む。）。ただし、免許の取得後、障害者となり臨時適性検

査により免許の更新をしようとする者を除く。 

 

 

② 扶助の額 

  免許の取得（限定解除を含む。）をするための教習に要した経費の額に３分

の２を乗じて得た額が扶助されます。その額が１０万円を超えるときは、１０

万円が扶助されます。 

  扶助されるのは、１人につき１回限りです。 

 

 

 

 

 

 



  ➂ 申請手続き 

  免許の取得後６カ月以内に以下の必要書類を持参の上、障害福祉課にて手続

きを行ってください。 

１ 安城市自動車運転免許取得費扶助申請書（窓口にあります） 

 

２ 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳 

 

３ 自動車運転免許証 

 

４ 免許の取得に要した経費を明らかにしたもの 

（領収書及び支払明細書） 

５ 申請者本人の口座が分かるもの（預金通帳など） 

 

 

 

 

 

≪お問い合わせ先≫ 

担 当 安城市福祉部障害福祉課障害給付係 

    （北庁舎１階 窓口№３９）  

電 話 ０５６６－７１－２２５９   

ＦＡＸ ０５６６－７４－６７８９   

電子メール shofuku @city.anjo.lg.jp 

 

 


